
 

 

平成 28年 10月 24日 

 

 

お 知 ら せ  

 
 

 

 

鳥取県中部を震源とする地震の被災地に 

被災建築物応急危険度判定士を派遣します 

 
全国被災建築物応急危険度判定協議会の中四国ブロックから、被災建築物応

急危険度判定士の鳥取県への派遣要請があり、10 名（県６名、倉敷市２名、津

山市１名、新見市１名）を下記のとおり派遣しましたので、お知らせします。 

 

記 

 

１．活動期間  平成 28年 10月 24日（月）から 26日（水）の３日間 

  

２．活動地域  倉吉市内及び周辺 

 

３．そ の 他  （集合場所）琴浦町生涯学習センターまなびタウンとうはく 

               〒689-2303 鳥取県東伯郡琴浦町徳万 266-5 

 

 

 

 

 

 

 

【裏面あり】 

課 名 危機管理課 建築指導課 

担 当 景山、三輪 中山、片山 

内 線 4280、4281 3539、3541 

直 通 086-226-7293 086-226-7504 



被災建築物の応急危険度判定について 

 

被災建築物の応急危険度判定は、大地震により被災した建築物を調査し、その後に発

生する余震などによる倒壊の危険性や外壁・窓ガラスの落下、付属設備の転倒などの危

険性を判定し、人命にかかわる二次的災害を防止することを目的としている。なお、り

災証明のための被害調査とは異なる。 

判定を行うのは都道府県知事の認定を受けた被災建築物応急危険度判定士である。 

被災自治体が判定を実施することが基本であるが、大規模災害等の場合には、要請に

基づき、全国被災建築物応急危険度判定協議会のネットワークを通じて、広域支援が行

われる。 

 

【参考】 

（１）判定士の認定及び登録要件 

建築士若しくは同等の知識、能力を有する者として 

知事が認めた者で、講習を修了した者。 

（２）県内判定士数（平成 28年９月現在） 

 966名：公務員 262名、民間 704名 

（３）県内判定士等による判定実績 

平成７年 兵庫県南部地震（神戸市等）※制度制定前 

平成 12年 鳥取県西部地震（新見市及び旧大佐町） 

平成 28年 熊本地震（熊本市、益城町及び宇土市） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（判定結果は、３種類のステッカーで、見やすい位置に表示する） 

（黄色） （赤色） （緑色） 


